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運用指針のダウンロードはこちら

ＭＡＭＩＳ運用指針（権限・会員管理）を制定しまし

た。全国の医師会が安全・統一的に会員情報を扱えるよ

う、権限の取扱い、入会・異動・退会の手順、環境設

定、データ保護、事故時報告を整理、三層構造と日付基

準、代理申請や未来日退会の留意点も明示し、業務の迷

いを減らします。

Topic 01 MAMIS運用指針制定のお知らせ

MAMISの最新情報・お役立ち情報をお届け！

第12号
2025

日頃より、医師会会員情報システム MAMISの運用にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。本号で
は、新たに制定された「MAMIS運用指針（権限・会員管理）」の概要をはじめ、最新のマニュアル更新情報や運用
上の留意点についてご案内いたします。ぜひご確認ください。

異動届の入力と日付運用

MAMISでは異動届を一本化。医師会異動を伴わない場合

は退会・入会を発生させない処理を推奨。都道府県をま

たぐ異動は退会・入会を別途処理し、日付整合に留意し

ます。

MAMIS権限に係る基本方針

（１）日本医師会事務局権限について

日本医師会事務局権限の都道府県医師会への貸与は行い

ません。日本医師会事務局権限が必要な操作は、日本医

師会またはMAMIS運営事務局へ相談・依頼を行いま

す。依頼は医師本人に代わって行われ、その結果は必要

な範囲で本人に伝達されることについて、あらかじめ了

承を得るものとします。

（２）都道府県医師会事務局権限の運用について

都道府県医師会事務局は、原則として自医師会の事務局

権限を用いて会員管理を行います。ただし、管下の郡市

区等医師会との協議や業務委託契約（以下「取決め」）

により、郡市区等医師会事務局権限を貸与された場合

は、その権限で自医師会に未加入の医師に対しても情報

閲覧や代理申請入力が可能です。

非会員の医師から依頼を受けて代理申請を行う際は、貸

与された事務局権限を用いる場合があります。

非会員本人や所属施設への連絡は、取決めに基づき適切

な時期に行い、結果は必要に応じて管下の郡市区等医師

会へ共有します。

未加入の非会員は事務局画面で検索できないため、医師

本人にログイン申請を依頼します。

医師本人が操作困難な場合は、MAMIS運営事務局（コ

ールセンター）へ入力支援を依頼可能です。その際は次

の情報を必ず伝達し、本人の同意を得る必要がありま

す。

郡市区等医師会の利用権限

郡市区医師会は自医師会の権限で会員を管理します。施

設への権限貸与は契約等で定め、閲覧範囲・責任・返却

手続を明確化します。非会員は原則本人による申請を推

奨します。

入会時の日付の考え方

入会日は、各医師会の定款等および郡市区等医師会・都

道府県医師会の取決めにおいて認められた（理事会承認

日等）をもって入会日とするため、入会希望日と入会日

が異なるケースが存在する場合があります。

退会届の代理申請入力

所在不明や死亡時など本人手続が困難な場合、医師会が

代理で退会届を作成可能です。真偽確認や必要書類の取

扱いは従来通りの方法に従います。

未来日付での退会処理

未来日の退会承認は、即時に会員数へ反映される仕様の

ため注意が必要です。実際の在籍期間中は承認を控え、

誤減算を防ぐことを推奨します。

データの取扱い

会員情報は日医の個人情報保護方針に基づき管理。ダウ

ンロード等で取得したデータは適切に保管し、不要時は

速やかに削除します。

https://member-sys.info/cms/wp-content/uploads/2025/10/mamisguideline_251017.pdf
https://member-sys.info/cms/wp-content/uploads/2025/10/mamisguideline_251017.pdf


🖥️ オンライン参加可 ／　💰 参加無料

📞 お問い合わせ

横浜市医師会 保健情報課 

担当：斎藤 健 

TEL：045-681-0073　

FAX：045-201-9797  

✉️ saito@yokohama-med.or.jp

📍 会場 

サイボウズ東京オフィス 

（東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー27階） 

よくある質問コーナー

MAMISの操作に関してのお問い合わせは
フリーダイヤル 0120-110-030

MAMIS運営事務局まで！

リリースノート公開中！
医師会事務局向け情報共有サイトより
過去のアップデートを確認できます

💡 こんな方におすすめ

他の医師会の取組を知りたい

方、業務効率化のヒントを探

している方、事務局同士でつ

ながりたい方、そしてkintone

導入を検討している方におす

すめの交流会です。

お申し込みは下のボタン

をクリック 

申し込み

MAMIS LETTER 第12号

🔹 医師会事務局向け操作マニュアル

 • 申請・軽微な変更履歴情報のCSV出力方法

•医師会事務局承認の手順

•代理申請入力の方法

•申請管理：退会確認と退会取消の手順

• CSV出力方法

•送付物の登録・削除方法

・認定産業医・認定健康スポーツ医

Topic 03 公開中MAMIS操作マニュアル

📌 MAMIS情報共有サイトにて、以下の 操作マニュアル を公開中です！具体的な操作方法が

詳しく記載されていますので、ぜひご活用ください。

🔹 医師向け操作マニュアル

 • 医師向け送付物設定

利用者登録情報の修正方法

ログインから利用者登録まで

異動届の申請方法

入会届の申請方法

退会届の申請方法

Topic 02 横浜市医師会からのお知らせ

医師会事務局交流会 開催のお知らせ

「他の医師会の工夫を知りたい」「自分のやり方も共有した

い」――  そんな声から生まれた、事務局同士が気軽に情報交

換できる場です。  業務改善や情報共有のヒントを得たい方は

ぜひご参加ください。

🕒 スケジュール

15:00　開会あいさつ  

15:05　品川区・横浜市医師会発表 

15:45　休憩  

15:55　協賛企業 発表  

16:05　質疑・ディスカッション  

16:50　閉会あいさつ 

17:30 懇親会 

＜入会取り込みに関して：2025年10月時点＞

Q：入会データの取り込み支援で依頼をしまし

た。いつ頃MAMISに取り込まれますか？

引き続き多数のお申し込みをいただいておりま

す。取り込みに問題がないデータの場合、提出

から４週間～8週間程度の取り込みを予定して

います。お急ぎの場合は、各医師会側で代理申

請をお願いします。

Q：入会データの取り込み依頼をしたが、取り

込みが出来ないケースはあるのでしょうか？

「提出したデータの必須項目（卒業年月、施設

業務など）がない」「医籍登録番号が違う」「先

生本人が、MAMISにログインされ情報登録があ

る（入会申請を一時登録中など）」の場合は取り

込みができないケースがあります。

Q：過去に入会取り込みを依頼したデータが、

まだ取り込まれていません。依頼から４～８週

間過ぎても取り込みされていない。どこに問い

合わせすれば良いでしょうか？

入会取り込み支援での依頼については、日本医

師会会員情報室宛てにお問い合わせをお願いし

ます。ご迷惑をおかけしますが、状況を調査

し、必要に応じ不足情報の確認をさせていただ

き、速やかに取り込みを実施いたします。

【2025.11.17】
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